
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度 統計法施行状況報告 

（統計職員等の人材の育成・確保等関連部分の抜粋） 
 
 
 
 
 

 

次頁以降の表中における「実施済・検討中等の別」の区分については、以下の

とおり。 

 

ア「 実 施 済 」：平成23年度末までに、基本計画に掲げられた内容に沿った形

で、所要の措置を講じたもの 

イ「実施予定①」：平成23年度末までには実施に至らなかったものの、現行の基

本計画期間である平成25年度末までには実施済みとなること

が見込まれるもの 

ウ「実施予定②」：現行の基本計画期間である平成25年度末までに実施すること

は困難と考えられるものの、次期基本計画期間以降には実施可

能と見込まれるもの 

エ「実施困難」：検討の結果、基本計画に掲げられた内容に沿った形での実施

は困難なもの 

オ「 検 討 中 」：実施の可否の判断を含め、平成24年度も引き続き検討が必

要なもの 

カ「継続実施」：「平成○年度から実施する」のように、基本計画では実施時

期に具体的な期限が設定されておらず、毎年度、継続的に措

置・取組を講ずることが求められているもの 

 
 
  （注）網掛けは、特に「統計職員等の人材の育成・確保」に関連のある項目 
  

資料１－１ 



1 

 
項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

第３ 
２ 統計リソースの
確保及び有効活用 
(1) 統計リソース
の確保及び配分
の在り方並びに
有効活用 
ア 政府全体の調
整機能の発揮 

○ 各府省と協力し、新たな統計の作成、統計調査の実施
等に際し、その計画策定等を支援する専門家集団を編成
することについて、その可否を含めて検討する。 
 
 
 
 
 
 

総務省 平成 22 年度か
ら検討する。 

イ 各府省の取組 ○ 新たな統計の整備及び提供のニーズに的確に対応し
つつ、質の高い統計を提供するため、統計の体系的整備
の推進及び報告者の負担軽減に加え、統計リソースの確
保及び有効活用の観点から、既存統計の見直し・効率化を
行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 社会の情報基盤としてふさわしい統計を適時・適切に
提供する観点から、基本計画の実施に必要な統計リソース
を確保するよう措置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

  



2 

 
平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 各府省における統計調査の実施に際しては、統計調査の承
認審査手続の過程において、従前から、計画の見直し・改善に
係る所要の具体的な指摘を行うこと等を通じ、各府省の調査計
画策定等に対する支援を実施しているところ。今後も引き続き、
このスキームを活用し、各府省の統計調査実施に対する支援等
を実施していく。 
 
 
 

継続実施 － 専 門 家 集 団 の
編成を行わなく
とも、左記のスキ
ームの活用によ
り、同等の役割・
効果を果たすよ
う継続的に実施

○ 国家公務員の勤務条件の維持に資する適正な調査となるよ
う、報告者の負担軽減の観点を踏まえつつ、必要 小限の調査
項目を毎年決定している。【人事院】 
○ 平成 23 年社会生活基本調査の実施に際し、調査票Ｂの対
象世帯（約 4,800 世帯）に対し、インターネットを用いた回答方式
を導入。【総務省（統計局）】 
○ 報告者の負担軽減及び統計リソースの有効活用の観点か
ら、オンライン調査の推進を図り、調査の効率化に努めた。 
  平成 23 年医療施設静態調査において報告のオンライン化を
実施した。【厚生労働省】 
○ 総人件費改革による大幅な人員削減に対応するため、行政
ニーズ等を踏まえつつ、既存統計調査の見直し・効率化を推進
しており、平成 23 年度においては農業経営統計調査（基幹統計
調査）において調査対象の重点化などの見直しを行った。【農林
水産省】 
○ 経済センサス-活動調査の実施に当たって、本邦鉱業のすう
勢調査を廃止、平成 21 年商業統計調査、平成 23 年工業統計
調査、平成 23 年特定サービス産業実態調査を中止した。 
○ 経済産業省生産動態統計について、調査品目の見直しを
行い、ニーズのある新規品目を追加し、必要性の乏しくなった品
目を整理・簡素化した（1,671 品目→1,666 品目）。 
【以上経済産業省】 
○ 既存統計について、報告者負担軽減等の観点で見直し・効
率化の検討を行っている。【国土交通省】 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 基本計画に基づく能動的な調整、基本計画推進機能の発
揮を図るための経費を平成 24 年度予算に計上。また、基本計画
推進のための各種専門会議や調査研究を行うための経費を平
成 24 年度予算に計上。【総務省】 
○ 「統計データの有効活用の推進」に必要となる経費等を平成
24 年度予算に計上。【文部科学省】 
○ 厚生労働統計の中長期的な観点から企画及び立案の支援
を行うため、平成 23 年４月から新たに統計調査分析官を２名、平
成 23 年 10 月から縦断調査の高度な分析のため、コーホート分
析専門官１名（新規採用）及び21世紀出生児縦断調査の新たな
コーホート追加に伴い係長１名を設置した。 
○ 平成 24 年度においては、国民生活基礎調査に関する分析
のための国民生活基礎調査統計分析専門官（１名）と 21 世紀成
年者縦断調査の新たなコーホート追加に伴う係長（１名）が平成
24 年 10 月から定員として認められた。【以上厚生労働省】 
○ 戸別所得補償制度の着実な実施のために必要な統計の整
備に向け、平成 24 年度の所要の予算・人員を確保。【農林水産
省】 
○ 商業動態統計調査の業態別調査拡充を企画・実施していく
ため、新たな定員を措置した。 
○ 基本計画に定められた具体的取組や政府検討会議の検討
内容に対応した、経済産業省所管の統計基盤の整備に関する
調査・検討のため、平成 24 年度予算を確保した。【以上経済産
業省】 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  
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項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

イ 各府省の取組 ○ 業務の内容に応じて必要な人材の量（特に、実査、審
査、集計部門において重要な要素）と質（特に、企画、分
析・公表部門において重要な要素）のバランスにも配慮し
つつ、研修や人事交流の充実等により、中核的職員の確
保に努力する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 国民経済計算について、３年間、研究者や中核的職員
を集中的に投入し、情報源や指標の利用可能性の検討、
推計方法の抜本的見直し、システム開発を行う。 
 
 

内閣府 平成 21 年度か
ら検討する。 

 
 
 
 
  



4 

 
平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 総務省や内閣府経済社会総合研究所で行われている研修
の受講を通じて、統計関連業務に必要な知識・技術を職員に習
得させるなど、必要な統計リソースの確保を行っている。【人事
院】 
○ 内閣府経済社会総合研究所において、職員の統計関連業
務に関する能力向上を目的とした研修を実施した。【内閣府】 
○ 職員を集め研修を行うなど、各統計業務を担当する職員の
育成に努めている。 
○ 大学が主催する統計に関する研修に職員を派遣し、統計関
連業務に必要な知識・技術の習得を図っている。【以上警察庁】
○ 統計研修所においては、平成 23 年７月～８月に、国・地方
公共団体等へ意見・要望調査及びヒアリングを実施し、その結果
を平成 24 年度研修計画に以下のとおり反映させた。 

・ 具体的な事例を含めた産業連関分析の要望に対応して、
内容を再編して「産業連関の構造と分析」を「産業連関分
析」に改称。 

・ 行政評価のみならず政策立案段階における統計の利活用
を加えるため、「行政評価のための統計的手法」の内容を
再編して「政策と統計」に改称。 

○ 総務省内の職員に対する取組は、以下のとおり。 
・ 平成 22 年度に策定した研修実施方針に基づき、平成 24

年３月までの研修計画を策定した上で、研修を実施。 
・ 統計研修所等が行う各種統計研修の積極的な受講を働き

かけており、引き続き働きかけを行っていく予定。 
・ 各省統計主管部局と、幅広く人事交流を行っている。【以
上総務省】 

○ 省内において統計調査手法研修を実施した。【文部科学
省】 
○ 人員数については業務毎に適正なマンパワーの確保、人材
についてはスキルアップを前提に考え、１年から３年周期等の各
調査周期に合わせた在任年数、また研修により、専門家育成を
図っている。なお、今後も研修については引き続き充実を図る。
【厚生労働省】 
○ 計画的に研修を実施しており、平成 23 年度の受講者数は
151 人（前年度 163 人）。また、統計組織における人事交流に向
けた行動計画(統計部における人事異動に向けた方針）を策定
し、人事交流の拡大を推進。【農林水産省】 
○ 研修については、統計調査実務及び統計分析業務を内容
とする職員向け研修を実施しており、平成 23 年度には計 19 講
座を実施した。 
○ 人事交流については、専門的能力の向上に配慮しつつ、省
内において可能な限り統計の利用部局と作成部局間の異動を
行う等して、統計分野の専門的人材の計画的育成に努めてい
る。また、省外においても、経済センサスや統計審査等の業務の
ために総務省に職員を派遣しているほか、職員の大学への講師
派遣や、大学職員を非常勤職員として迎える等を通じ、人事交
流の充実を図っている。【以上経済産業省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 国民経済計算関連について、基本計画の諸課題に対応す
るため、外部の研究者の協力を得るとともに、平成 24 年度の定
員に関しては２名の増員を行ったところである。引き続き、研究者
や中核的職員を集中的に投入し、推計方法の抜本的見直し、シ
ステム開発を行っていく。 

実施済 － 【 第 １ Ｗ Ｇ で 審
議】 

 
  



5 

 
項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

ウ 各府省の取組
への支援 

○ 各府省における予算及び定員面を中心とした取組状
況に関する情報の共有・調整等を行うための場を設置す
る。 
○ 上記の情報の共有・調整等を踏まえ、毎年度の概算要
求時に「各府省統計調査計画等審査意見」を提出する仕
組みを活用するなどして、各府省が行う統計リソースの確
保及び有効活用の実現が図られるよう財政当局に働きか
ける。 
○ 定員管理当局に対し、各府省が整備する統計の必要
性等について情報提供を行う。 
 
 
 
 
 
 

総務省 平成 22 年度か
ら実施する。 

エ 府省横断的な
統計ニーズへの
対応 

○ 効率的な統計整備を図る観点から、府省横断的な基
幹統計調査の実施等に総務省の機能及び統計リソースを

大限に活用する。また、関係府省の協力により、必要に
応じて共管・共同調査として実施することも検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

(2) 実査体制（都
道府県の統計専
任職員等）の機
能維持、国と地方
公共団体の連携 

○ 地方公共団体を経由する必要がある調査（原則とし
て、調査員調査が必要な調査）の範囲を精査し、必要な見
直しを実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

 
 
 
 
  



6 

 
平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 各府省における統計リソース（予算及び定員）の確保に向け
た取組の参考とするため、前年度に引き続き、歳出予算概算要
求書の提出前（平成 23 年６月）に、統計リソースＷＧの場を活用
して、平成 24 年度概算要求・定員要求に向けた各府省の検討
状況について情報共有・意見交換を実施。また、各府省のニー
ズも踏まえ、歳出予算概算要求書の提出後（平成 23 年 11 月）
に開催した統計リソースＷＧにおいて、要求実績に係る情報共
有等を実施。 
○ 各府省が次年度に実施予定の統計調査計画等に係る事前
審査のスキームを活用し、平成 23 年度についても、その審査結
果を財政当局に通知することにより、各府省の適正な統計リソー
スの確保等が図られるよう働きかけを実施しているところ。 
○ また、各府省が次年度に実施予定の統計事業の事業計画
等を取りまとめた「各府省統計事業計画一覧」を、平成23年度に
ついても、定員管理当局に提供し、情報提供・周知を図っている
ところ。 

継続実施 －  

○ 総務省・経済産業省の共管調査として、各府省の協力の
下、平成 24 年２月に第１回「経済センサス-活動調査」を実施。 
【総務省（統計局）及び経済産業省】 
○ また、総務省が一般統計調査として実施してきた通信・放送
産業基本調査及び放送番組制作業実態調査について、経済産
業省企業活動基本調査と連携し、平成 22 年度から情報通信業
分野における企業活動を捉える「情報通信業基本調査」（総務
省・経済産業省共管の一般統計調査）として開始。 
平成 23 年７月に第２回「情報通信業基本調査」を実施し、平成
23年12月20日に速報、平成24年３月23日に確報を公表した。
【総務省（情報通信国際戦略局）及び経済産業省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における該当実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 平成 24 年経済センサス-活動調査について、事業所の調査
票提出の利便性の向上を図るため、調査員調査は単独事業所
と新設事業所のみに限定した。 
  市・都道府県・国の直轄調査に係る事務のうち、調査関係書
類の作成と発送、調査票の回収・整理、審査等を民間事業者へ
業務委託することにより、事務の増加を抑制した。 
  また、コールセンターの設置によって実査期間中の事業所か
らの照会対応事務の負担軽減を図った。 
○ 平成 23 年社会生活基本調査について、コールセンターの
設置によって実査期間中の世帯からの照会対応事務の負担軽
減を図った。【以上総務省（統計局）】 
○ 統計調査の予算概算要求、また、総務省への統計調査の承
認申請の際に、事前に省内において、地方公共団体を経由する
必要がある範囲等について確認・検討を行っている。【厚生労働
省】 
○ 経済センサス-活動調査について、都道府県の事務負担軽
減のため、国直轄による本社一括での調査を実施する方式を導
入した。【経済産業省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

 
 
  



7 

 
項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

(2) 実査体制（都
道府県の統計専
任職員等）の機
能維持、国と地方
公共団体の連携 

○ 新たな統計整備ニーズを含め、基本計画を踏まえ、地
方公共団体の統計部局における業務量を極力平準化する
よう調整に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務省 平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 地方公共団体を経由する調査について、報告者負担
にも留意しつつ、地方公共団体のニーズも踏まえ、地方別
表章の充実を計画的に推進するとともに、客体数や調査事
項を上乗せした調査を地方公共団体が実施できるよう支援
する。 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 都道府県の統計主管課の機能をより充実させる観点か
ら、都道府県の実情や意見も踏まえつつ、統計調査事務
地方公共団体委託費の基準単価、交付対象範囲等の運
用の見直しについて検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務省 平成 22 年度ま
でに結論を得
る。 

○ 各府省と協力して、地方公共団体の政策部門や人事・
財政部門等に対し、統計調査の具体的な利活用方策、統
計の有用性等を周知することにより、地方公共団体の統計
部局が必要な人材を確保できるよう支援する。 
 
 
 
 

総務省 平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 各府省及び地方公共団体と協同し、統計調査員（統計
指導調査員を含む。）の職務を精査して、現状の統計調査
環境に対応した統計調査員の役割を定めるとともに、それ
に応じた処遇改善等を早急に検討し、実施するよう努め
る。 
 
 
 
 
 
 
 

総務省 平成 21 年度か
ら検討する。 

  



8 

 
平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 統計リソースＷＧにおいて、関係府省間で連携・協力を図り
つつ、平成 21 年度に、地方公共団体の事務負担の軽減に資す
る観点から、①都道府県統計主管課を対象に各府省が主催す
る各種会議の統合等による合理化・効率化、②地方公共団体に
おける統計調査員の栄典事務の合理化・効率化等、具体的な
対応方策を取りまとめるとともに、その着実な推進を図るため、22
年度以降、同ＷＧにおいてフォローアップを実施しているところ。
  また、上記取組の一環として、地方公共団体における統計調
査業務の計画的かつ効率的な遂行に資するため、次年度に各
省が地方統計機構経由で実施を予定している各統計調査に係
る年間業務スケジュールを、地方公共団体に情報提供することと
されたところ。これを踏まえ、関係省の協力の下、平成 23 年度に
ついても、24 年度に各省で実施予定の各統計調査に係る業務
スケジュールを取りまとめ、24 年３月末に地方公共団体に対して
情報提供を実施。 

継続実施 －  

○ 福井県及び石川県で、労働力調査において独自に調査客
体を上乗せした調査を行った際に、技術的支援を実施。【総務
省（統計局）】 
○ 平成22年度学校基本調査(初等中等教育機関）の結果につ
いて、市町村別集計を公表した。（平成23 年９月）【文部科学省】
○ 統計調査の予算概算要求、また、総務省への統計調査の承
認申請の際に、事前に省内において、地方別表章の充実等に
ついて確認・検討を行っている。【厚生労働省】 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 統計調査事務地方公共団体委託費により整備維持される都
道府県統計専任職員の定数は、国の定員削減計画に準じて毎
年削減を行っている。しかしながら、平成 23 年度に大幅な前倒
しの削減があったことから、24 年度は前年度と同数の定員を確
保した。同専任職員の基準単価の見直しについては、平成 24
年度予算の概算要求組替え基準で23年度当初予算額を上限と
するとの方向性が示されたことから、基準単価の見直しができな
かった状況である。 
  平成 24 年度以降も「国家公務員の給与の臨時特例に関する
法律」による給与減額措置が採られることや財政建て直しが急務
となっているなど厳しい状況であるが、定数を維持しつつ基準単
価を引き上げること等については引き続き努力していく所存。 

継続実施 －  

○ また、統計専任職員の対象範囲等の見直しについては、都
道府県の実情や意見も踏まえつつ、再任用短時間勤務職員を
対象範囲に含めた業務スキーム及び定数管理について検討。 

検討中 平成 25 年度末
までに結論を得
る予定 

 

○ 地方公共団体の統計部局の人材確保支援に資する観点か
ら、幹部職員の都道府県訪問時に、人事・財政部門等の幹部職
員に対し、統計行政を巡る状況の説明に努めた。 

なお、平成23年度始めに開催したブロック別統計主管課長
会議（政策統括官室実施）において、都道府県統計主管課の庁
内政策部門等に対する統計調査結果やそれらを分析した情報
の提供など統計に対する理解増進に向けた取組状況の把握とと
もに、意見交換を実施。 

継続実施 －  

○ 統計調査員の処遇改善等については、これまで統計リソー
スＷＧにおいて、関係府省間で連携・協力を図りつつ、平成 21
年度及び 22 年度には統計調査員の安全対策の推進や国が独
自に確保・育成している統計調査員の効率的な活用等につい
て、また、23 年度には統計調査員の確保・育成方策について検
討を行い、既存ガイドラインを全面的に見直した「統計調査員の
量・質の確保・向上に関する手引き」を策定するなど、具体的な
対応方策を取りまとめたところ。今後は、関係省等による取組の
着実な推進を図るため、同ＷＧにおいてフォローアップを実施す
るとともに、統計調査員の処遇改善等について、更なる具体的な
検討事項等があれば、必要に応じ、検討を進める予定。 

継続実施 － なお、統計調査
員 の 報 酬 に つ
いては、昨今の
厳しい財政事情
等の中、関係府
省との連携・協
力の下、統計調
査員単価（日額
単価）について
同額を維持する
よう努めていると
ころ。 
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項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

(2) 実査体制（都
道府県の統計専
任職員等）の機
能維持、国と地方
公共団体の連携 

○ 統計調査員の役割や社会的重要性について、地方公
共団体とも連携し、継続的に報告者等に対する周知を推
進する。 
 
 
 
 
 

総務省、関係 
府省 

平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 統計調査員の効率的な活用を図るため、地方支分部
局等を通じて育成・確保している統計調査員の情報を地方
公共団体にも提供する仕組みを構築する。 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

(3) 統計職員等
の人材の育成・確
保 
ア 中核的職員の
計画的な育成・確
保の推進 

○ 統計を主管する局又は部を有する府省は、各府省の
実情に応じて、10 年以上の公務員歴を有する統計主管部
局所属職員全体に占める中核的職員の割合や、所属職員
の研修受講目標等に係る努力目標を設定するなどして、人
材の計画的育成に努める。それ以外の府省においても、統
計主管部署において、同様の取組に努める。 
  なお、中核的職員については、可能な限り府省内にお
いて、統計の利用部局と作成部局間を異動させるなどの人
材育成方針等を定め、その実行に努める。 
○ 府省間、国・地方間、官・学間の相互の信頼関係を醸
成し、良質の人材を育成するという共通認識の下に、一般
職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平
成 12 年法律第 125 号）に基づく任期付職員採用制度の有
効活用にも留意しつつ、府省間、国・地方間、官・学間等の
人事交流を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 
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平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 次の媒体を通じ、統計調査員について掲載・紹介 
 ・ 調査依頼時に配布する依頼状・リーフレット等 
 ・ 経常調査用広報のポスター等（※） 
   ※ 版下を地方公共団体に提供 
○ 上記の他、統計局等ホームページにて統計調査員について
記載。【以上総務省（統計局）】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 当省において確保している登録調査員について、登録の際
に、他府省、都道府県及び市町村が実施する統計調査への協
力意向を確認し、必要に応じ情報提供しているところ。【農林水
産省】 

実施済 －  

○ 10 年以上の公務員歴を有する中核的職員を統計部門に多
く配置しており、これらの職員については、統計の利用部局と作
成部局間の異動を行っている。【人事院】 
○ 国民経済計算関連について、基本計画の諸課題に対応す
るため、外部の研究者の協力を得た。【内閣府】 
○ 平成 22 年度に策定した研修実施方針に基づき、平成 24 年
３月までの研修計画を策定した上で、研修を実施。 
○ 他部局の若手職員に対し、統計業務について積極的にＰＲ
し、優秀な人材の確保に努めるとともに、人事異動においては、
幅広い見識を備えた中核的職員を育成するため、統計関係部
局と統計利用部局との人事交流を積極的に推進。 
○ 各省統計主管部局と、幅広く人事交流を行っている。【以上
総務省】 
○ 省内において統計調査手法研修を計画的に実施し、統計
調査担当職員等が参加した。【文部科学省】 
○ 統計主管部局の職員を対象に、統計調査業務に必要な基
礎的・専門的知識の習得及び統計情報処理能力の向上を図る
ことを目的とした研修を引き続き計画的に実施している。 
また、可能な限り統計利用部局への人事異動を行っている。【厚
生労働省】 
○ 統計組織における人材の育成に関する方針を策定し、人材
の計画的育成を推進。【農林水産省】 
○ 中核職員の計画的な育成・確保のために研修・人事交流の
充実を図っている。具体的な内容は以下のとおり。 
 ・ 研修については、統計調査実務及び統計分析業務を内容

とする職員向け研修を平成 23 年度に計 19 講座を実施し、
質的向上及び職員の確保に努めているところ。 

 ・ 人事交流については、専門的能力の向上に配慮しつつ、省
内において可能な限り統計の利用部局と作成部局間の異
動を行う等して、統計分野の専門的人材の計画的育成に
努めている。また、省外においても経済センサスや統計審
査等の業務のために総務省に職員を派遣しているほか、職
員の大学への講師派遣や、大学職員を非常勤職員として
迎える等を通じ、人事交流の充実を図っている。 

【経済産業省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  
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項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

ア 中核的職員の
計画的な育成・確
保の推進 

○ 今後導入される予定の人事評価制度において、統計
部局に所属する統計関連職員の専門性を高める観点か
ら、当該職員の目標として統計の専門性の向上に関連する
事項を設定するよう努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 22 年度か
ら実施する。 

○ 各府省及び地方公共団体のニーズを踏まえつつ、一
次統計作成上の実務能力の向上を図るための研修や二次
的利用における実務能力向上に直結する研修等を充実す
る。 
 
 
 
 

総務省 平成 22 年度か
ら実施する。 

○ 各府省の取組を推進・支援する観点から、その取組状
況を把握し、府省間での情報共有を図る。 
 
 
 
 

総務省 平成 22 年度か
ら実施する。 
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平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 統計関連職員については、統計調査業務の実施計画及び
当該職員の職務に応じて、迅速かつ正確なデータ作成・分析、
専門研修の受講による統計専門能力の向上等を人事評価にお
ける業績目標として設定するよう努めている。【人事院】 
○ 統計関連職員の専門性向上については、統計業務におけ
る専門知識・技術の習得・情報収集等の状況や業務目標に基
づき評価を実施した。また、内閣府人材育成・活用方針（平成 23
年 12 月 26 日内閣府事務次官決定）において、人材育成を管理
職の人事評価上の目標管理項目の必須事項とするとともに、統
計の専門家を目指す若手職員の育成に向けた体系的な取組を
行うこととした。【内閣府】 
○ 統計関連職員にあっては、従前から、迅速かつ正確な統計
作成や、作成した統計の適切な分析等を業績目標として掲げて
おり、今後も引き続き目標として設定するよう努めていく。【警察
庁】 
○ 職員に対し、統計担当職員としての専門性を向上させるた
めに必要であると考えている自己啓発テーマ等について、人事
評価における実績評価の目標として積極的に掲げるよう働きか
けたところ。 
○ 人事評価において、「統計の専門性の向上に関連する事
項」を可能な限り目標に設定し、評価を実施。【以上総務省】 
○ 統計部局に所属する主な統計関連職員については、統計
の専門性の向上に関連する事項を、評価目標として設定するよ
う努めて参りたい。【財務省】 
○ 統計部局に所属する主な統計関連職員については、人事
評価の目標に関連項目を設定。【文部科学省】 
○ 業績評価の目標として、統計の専門性の向上に関連する事
項を設定することに努めている。【厚生労働省】 
○ 統計研修計画の設計や人事を担当する部署の業績評価の
目標として、統計職員の専門性の向上を図る事項を設定してい
る。【農林水産省】 
○ 人事評価において、引き続き、目標設定に当たって、各部
局目標に加え、各課室目標・個人目標を設定することとしてい
る。統計部局としては、統計調査の着実な実施、新たな統計整
備への取り組み等に関する事項を目標として設定しているとこ
ろ。 
○ 省内の優秀職員表彰制度（著しい成果をあげた職員を推薦
し大臣から表彰する制度）を活用し、職員の活躍の推奨、士気の
向上に努めている。【以上経済産業省】 
○ 統計主管部局である情報政策本部の統計関連職員が、人
事評価制度の目標設定時において、課題を踏まえた目標設定
をするなど、統計の専門性の向上に努めている。【国土交通省】 
○ 統計に関係する部局等に対して、本件基本計画の記述につ
いて周知を行う。【環境省】 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 統計研修所は、各府省や地方公共団体に対して研修内容
に関するアンケートを実施し、ニーズに応じた研修内容を検討し
て研修の充実に努めている。 
  一次統計作成上の実務能力向上に資するため、調査設計に
重点を置いた研修課程を実施するとともに、二次的利用におけ
る実務能力向上に資するため、「統計解析ソフトＲで学ぶミクロデ
ータ利用入門」を平成 22 年度に新設し、23 年度においても継続
して実施した。 

継続実施 －  

○ 各府省における統計職員等の人材の確保・育成の取組を推
進・支援する観点から、統計リソースＷＧの場を活用し、上記第３
－２－（１）－「ウ 各府省の取組への支援」の各府省における予
算・定員面の取組状況に関する情報共有・意見交換の実施と併
せ、各府省における統計職員等の人材の確保・育成に係る取組
状況についても情報共有等を行っているところ。 

継続実施 －  
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項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

イ 国際社会にお
いて貢献できる人
材の育成・確保の
推進 

○ 国際統計分野で活躍できる職員の養成のため、海外
の政府統計機関への派遣等を通じた国際対応能力の向上
方策を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 統計基準の設定・改定等の国際的な課題について、各
府省による情報共有、対応策の研究・検討を行う場を設
け、戦略的な国際対応力の向上を支援する。 
 
 

総務省 平成 21 年度か
ら実施する。 
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平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 内閣府経済社会総合研究所において、職員の英語能力の
向上を目的とした研修を実施した。【内閣府】 
○ 国際機関や開発途上国等からの協力要請に基づいて、専
門家派遣や本邦研修受入れ等を行っており、今後も引き続き対
応。 
○ カンボジア政府の統計能力を向上させるため、カンボジア統
計局に対し支援を実施。 
○ 国際統計研修への積極的な派遣について検討。英会話、
英文ライティング研修を実施し、それぞれ、職員６名、８名が受
講。 
○ 国際会議に 23 度、職員のべ 39 名が出席。 
○ 外国の統計局等の関係機関に職員のべ５名が訪問し、情報
収集等を実施。 
○ ＳＩＡＰの研修プログラムに、職員９名が参加。【以上総務省】 
○ ＯＥＣＤ等の国際統計関係会議に５回、職員のべ６名が出
席。【文部科学省】 
○ スキルアップを前提に考え、積極的な国際担当係への配
置、業務内容に合わせた在任年数、また、研修の活用により、人
材育成を図っている。【厚生労働省】 
○ 職員の経験等に応じ、業務を通じた能力の向上方策を実施
した。 
 ① ASEAN+３農業統計担当局長会議を企画し、平成 24 年３

月に東京で開催した。 
 ② のべ 10 名の職員が海外で行われた国際会議の出張、海

外調査実施に取り組んだ。 
 ③ JICA 及び国連アジア太平洋統計研修所（SIAP）等の農林

水産統計に係る本邦研修に講師として職員 10 名を派遣し
た。 

【農林水産省】 
○ 国際統計分野で活躍できる職員の人材育成については、ＪＩ
ＣＡ及び国連アジア太平洋統計研修所（ＳＩＡＰ）等の産業統計
に係る本邦研修への講師として若手職員を派遣した。 
○ JICA 事業で実施している日中国際ＩＯプロジェクトや、ベトナ
ム統計局に対するＩＩＰ基準改定支援、欧州や韓国の統計機関と
の意見交換、国連統計委員会に若手職員を参加させる等によ
り、統計の知見や英語力の更なる向上を図り、国際的なバランス
感覚と統計の専門性を合わせ持つ人材の育成・確保に努めて
いるところ。【以上経済産業省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 「国際統計に関する関係府省等連絡会議」(平成 21 年６月
24 日各府省統計主管部局長等会議申合せ）を設置し、国際的
な課題について情報共有、対応等の研究・検討を行っているほ
か、主要な国際会合における審議に対し参加国として協力を行
っている。 

継続実施 －  
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項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

ウ 人材の育成・
確保に向けた研
究の実施 

○ 専門性の高い人材の育成・確保に資するため、統計職
員の有すべき専門能力の目標設定、目標とされる能力の
獲得支援のための方策などについて、諸外国の事例等を
参考にしつつ研究を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務省、各府
省 

平成 22 年度か
ら実施する。 

５ その他 
(2) 研究開発の
推進（情報通信
技術の利活用
等）と学会等との
連携強化 

○ 経済産業省、日本銀行、大学、統計関連学会等の協
力も得て、加工統計の処理のための共同研究体を形成し、
国民経済計算等の加工統計の作成方法など、高度な情報
通信技術の利活用による様々な加工統計作成や統計の高
度利活用のための研究開発を推進する。 
 

内閣府 平成 21 年度か
ら実施する。 

○ 統計に係る研究開発について、総合科学技術会議、
統計関連学会等に対し協力を要請する。 
 
 
 

内閣府（統計 
委員会） 

平成 21 年度に
実施する。 

 
 
  



16 

 
平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 各府省における統計職員等の人材の確保・育成の取組の参
考に資する観点から、必要に応じ、統計リソースＷＧの場を通
じ、各府省において参考としたい諸外国の具体的な対応事例の
有無等について把握した上、可能な範囲で諸外国の事例収集
を行い、各府省と情報共有を図ることとしているところ。 
  平成 23 年度については、統計リソース WG の場において、経
済産業省が把握した「欧州諸国における統計人材育成」につい
て情報提供して貰い、各府省と情報共有を図ったが、諸外国の
事例収集に関する各府省からの具体的なニーズは把握できな
かったことから、具体的な研究の実施には至っていない。【総務
省（政策統括官室）】 
○ 統計研修所は、統計に関する専門の研修機関として、統計
の作成、分析、利用等に必要な理論や手法についての研修を
実施しており、平成 23 年度には、統計局及び統計センター職員
に対して、標本理論等の専門的知識の向上を目的に「統計専門
研修」を統計局と共同で実施した。【総務省（統計研修所）】 
○ 総務省（政策統括官室）が開催している「統計リソースの確
保及び有効活用に関するワーキンググループ」等各種会議等で
の検討内容や、他府省等の検討・研究の実施状況や実情等に
ついても情報交換を適宜行い参考とするなどして継続的に検討
することとしたい。【財務省】 
○ 「統計リソースの確保及び有効活用に関するワーキンググル
ープ」において経済産業省から情報提供された「欧州主要国の
産業統計事情に関する調査研究」の内容を検討し、研修等に反
映させた。【厚生労働省】 
○ 諸外国の農林水産統計組織、調査の実施体制等について
職員を出張させ把握し、研修等も含め情報共有を図った。【農林
水産省】 
○ 国際協力案件や国際会議、海外調査団の出席者による報
告会を通じて、関係職員に対して情報共有を行うなど統計職員
の能力の向上を図った。【経済産業省】 
○ 関係部局が収集した統計に関する諸外国の事例等につい
て、必要に応じて、省内の関係職員において情報を共有し、統
計職員の能力向上を図っている。【環境省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 内閣府経済社会総合研究所や東京工業大学などによるワ
ークショップ「『統計加工・集計の新たな手法と設計について』Ｓ
ＮＡ統計の事例を中心に」の開催（平成 22 年４月開催）等、これ
までに得られた知見等を元に、引き続き推計業務の効率向上に
向けた研究開発等を進めている。 
 

継続実施 － 【 第 １ Ｗ Ｇ で 審
議】 

○ 平成 21 年度に統計の品質評価に係る研究開発について、
統計委員会から日本品質管理学会に協力要請を行ったところ、
平成22年度に当該学会において「統計・データの質マネジメント
研究会」が設置され、研究が進められている。 
 

継続実施 －  
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項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

(2) 研究開発の
推進（情報通信
技術の利活用
等）と学会等との
連携強化 

○ 公的統計の作成方法に関する調査、研究及び開発の
実施に当たって、学会等の有識者の知見をより幅広く活用
する観点から、総合科学技術会議や関係学会等とも連携
し、公募型や競争型による研究等を推進するとともに、これ
らの研究結果をインターネット上で公開するなどして、情報
共有を図る。また、関係学会等から公的統計の整備や提供
に資する研究に協力を求められた場合、関係資料の提供
を含め可能な限り対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 22 年度か
ら実施する。 

○ 統計利用者との意見交換の場を活用し(３(1)参照）、上
記各府省と学会等との連携強化を支援するとともに、公的
統計の整備・提供等に当たって有用と考えられる研究課題
を、関係学会等を通じて周知するなどして、学会等の有識
者による研究の推進を促す。 
 

内閣府（統計
委員会） 

平成 21 年度か
ら実施する。 
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平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 統計の作成方法に関する調査・研究等に当たり、有識者と
連携を図っている。【内閣府】 
○ 統計研修所において、外部有識者（大学教授等）と統計の
高度利用に関する共同研究を実施しており、平成 23 年度は、家
計や働き方と住まいの関係分析等、５件の共同研究を実施。 
  研究成果は、リサーチペーパーとして取りまとめ、ホームペー
ジにて逐次公表。【総務省（統計局）】 
○ 犯罪被害実態（暗数）調査の実施に当たり、学識経験者及
び実務経験者と連携を図っている。【法務省】 
○ 学識経験者で構成される「法人企業統計研究会」を開催し
た。主な検討事項は以下のとおりである。 
  ・ 東日本大震災の対応 
  ・ 季節調整方法の変更 
○ 学識経験者で構成される「法人企業景気予測調査ワーキン
ググループ」を開催した。主な検討事項は以下のとおりである。 
  ・ 設問の見直し【以上財務省】 
○ 平成 22 年度より、外部有識者で構成される「厚生労働統計
の整備に関する検討会」を開催し、知見を得ている。 
   また、社団法人日本品質管理学会が主催する統計の品質
評価に関する研究会に参加している。【厚生労働省】 
○ 基幹統計の調査設計の段階や基幹統計の取りまとめに当た
って、研究会等で学識者の意見を聞くようにしている。【農林水
産省】 
○ 「経済センサス-活動調査後の工業統計、商業統計、特定サ
ービス産業実態調査の在り方に関する調査研究」等を実施し、
学会等の有識者の知見を活用している。引き続き公的統計の作
成方法に関する調査、研究・開発のための対応を行っていく。 
○ 環太平洋産業連関分析学会からの要請を受け、産業連関
表関連の講演を行うと共に、パネルディスカッションに参画した
（３名１回）。【以上経済産業省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  

○ 平成 21 年度に統計の品質評価に係る研究開発について、
統計委員会から日本品質管理学会に協力要請を行ったところ、
平成22年度に当該学会において「統計・データの質マネジメント
研究会」が設置され、研究が進められている。 
  研究会の取組については、平成 23 年４月 22 日開催の第 44
回統計委員会において報告が行われた。 

継続実施 －  
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項  目 

 

 
具体的な措置、方策等 担当府省 

 
実施時期 

(2) 研究開発の
推進（情報通信
技術の利活用
等）と学会等との
連携強化 

○ 統計の中核を担う人材の育成を図る観点から、大学及
び大学院の講義等を活用するとともに、大学等との間で研
修講師の相互派遣等を通じて連携を強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各府省 平成 22 年度か
ら実施する。 
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平成 23 年度中の検討状況又は進捗状況 

 

実 施 済 ・

検 討 中 等

の別  

実施予定・検討中 

とした事項の今後 

の見通し等 

 
備 考 

○ 職員の統計関連業務に必要な知識・技術の習得について
は、総務省や内閣府経済社会総合研究所で行われている研修
の受講などにより対応している。【人事院】 
○ 内閣府経済社会総合研究所において実施している統計関
係研修に延べ５名の大学教授を招へいした。【内閣府】 
○ 大学が主催する統計に関する研修に職員を派遣し、統計関
連業務に必要な知識・技術の習得を図っている。【警察庁】 
○ 職員を大学に派遣・出向し、「統計調査論」の講義等を実
施。 
○ 平成 23 年度に実施した研修において大学等から講師を招
へいし、講義を実施（28 コース、外部講師のべ 98 名）。 
○ フィンランド統計局からの来訪者によるビジネスレジスターに
関する講演会を開催。【以上総務省（統計局）】 
○ 従前、大学への講師派遣実績はあったが、現在は教授や担
当した職員の退職に伴い実績は無い。今後、大学等からの要請
があった場合は、講師の派遣を含み、連携を検討することとした
い。【財務省】 
○ 大学の研究者等を統計調査主管課の統計調査協力者とし
て委嘱し、助言等を受けている。【文部科学省】 
○ 平成 23 年度においても、省内における統計基礎研修の実
施、統計解析（民間主催のＳＰＳＳ、ＳＡＳ）研修、内閣府経済社
会総合研究所主催の研修、慶應義塾大学パネル調査共同研究
拠点・産業研究所主催のシンポジウム及び解析セミナー等に参
加させ、統計職員の人材育成を行った。【厚生労働省】 
○ 統計の中核を担う人材育成の観点から、現在、農林水産省
の研修において、大学の教授等を講師として招き、講義いただ
いている。【農林水産省】 
○ 経済産業省が行う研修において、大学教授等に講師として
協力いただくとともに、大学からの講師派遣の依頼に応じて当省
職員を派遣している。また、大学職員を非常勤職員として省内統
計部局に迎えており、今後も相互の派遣を通じて連携を強化し
ていく。【経済産業省】 
 
〔他府省では、平成 23 年度における特段の取組実績はない。〕 

継続実施 －  
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な

ど
の

専
門

的
知

識
の

向
上

を
目

的
に

「
統

計
専

門
研

修
」
を

統
計

局
と

共
同

で
実

施
（
週

１
回

で
９

回
実

施
）
。

財
務

省
無

厚
生

労
働

省
無

農
林

水
産

省
無

経
済

産
業

省
○

国
連

ア
ジ

ア
太

平
洋

統
計

研
修

所
実

施
の

研
修

に
聴

講
生

と
し

て
参

加
（
２

人
）
。

○
財

務
省

主
催

の
経

済
調

査
事

務
研

修
（
産

業
連

関
分

析
）
に

講
師

と
し

て
参

加
（
３

人
）
。

○
宮

城
県

主
催

の
平

成
2
3
年

度
北

海
道

・
東

北
ブ

ロ
ッ

ク
産

業
連

関
表

初
任

者
研

修
会

に
講

師
と

し
て

参
加

（
２

人
）
。

○
ア

ジ
ア

に
対

す
る

国
際

統
計

協
力

や
、

欧
米

へ
の

海
外

調
査

等
を

通
じ

て
、

職
員

の
国

際
対

応
力

の
向

上
を

図
っ

た
（
７

カ
国

、
延

べ
人

数
：
３

６
人

）
。

日
本

銀
行

無

無

経
済

統
計

入
門

（
1
人

）
、

統
計

調
査

基
礎

課
程

＜
基

礎
＞

（
5
人

）
統

計
調

査
基

礎
課

程
＜

応
用

＞
（
2

人
）

受
入

：
大

学
・
非

常
勤

講
師

・
２

人
①

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
：
１

１
②

参
加

し
て

い
る

外
部

有
識

者
数

（
延

べ
人

数
）
：
７

７
人

（
う

ち
統

計
委

員
会

委
員

又
は

専
門

委
員

１
０

人
）

③
上

記
②

の
う

ち
平

成
2
3
年

度
新

規
参

加
者

の
数

：
５

７
人

学
会

名
（
参

加
者

数
）
：
環

太
平

洋
産

業
連

関
分

析
学

会
（
３

人
）

発
表

学
会

名
 （

論
文

数
）
：
環

太
平

洋
産

業
連

関
分

析
学

会
（
３

本
）

無
秘

書
課

業
務

研
修

（
パ

ソ
コ

ン
に

よ
る

産
業

連
関

分
析

研
修

、
ミ

ク
ロ

経
済

学
基

礎
、

統
計

基
礎

、
マ

ク
ロ

経
済

学
基

礎
、

経
済

分
析

基
礎

、
経

済
分

析
応

用
　

等
）
、

調
査

統
計

グ
ル

ー
プ

内
研

修
（
業

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成

研
修

、
非

常
勤

職
員

向
け

研
修

、
新

人
・
転

入
者

向
け

研
修

　
等

）

・
延

べ
受

講
者

数
：
３

５
１

人
・
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：
２

２
人

コ
ー

ス
名

（
受

講
者

数
）
：
統

計
調

査
基

礎
過

程
＜

基
礎

＞
（
１

人
）

派
遣

：
IM

F
・
1
人

、
O

E
C

D
・
1

人
、

経
済

産
業

省
・
1
人

、
内

閣
府

・
2
人

受
入

：
経

済
産

業
省

・
1
人

無
・
学

会
名

（
参

加
者

数
）
：
国

際
統

計
協

会
（
IS

I)
 （

4
人

）
、

統
計

関
連

学
会

連
合

大
会

（
3
人

）
、

経
済

統
計

学
会

（
2
人

）
、

品
質

管
理

学
会

（
1

人
）
、

日
本

統
計

学
会

（
2
人

）
、

国
連

物
価

指
数

Ｗ
Ｇ

（
1
人

）
・
発

表
学

会
名

（
論

文
数

）
：
国

際
統

計
協

会
（
IS

I)
（
3
本

）
、

統
計

関
連

学
会

連
合

大
会

（
2
本

）
、

経
済

統
計

学
会

（
2
本

）
、

品
質

管
理

学
会

(1
本

) 
、

日
本

統
計

学
会

(1
本

) 
、

国
連

物
価

指
数

Ｗ
Ｇ

（
1
本

）

無
内

部
者

向
け

セ
ミ

ナ
ー

、
1
コ

ー
ス

・
延

べ
受

講
者

数
：
5
0
人

農
林

水
産

統
計

専
門

職
員

研
修

(統
計

調
査

実
務

コ
ー

ス
(基

本
))

(平
成

2
3
年

1
1
月

7
日

～
1
1
月

1
1
日

)、
農

林
水

産
統

計
専

門
職

員
研

修
(統

計
調

査
実

務
コ

ー
ス

(応
用

))
(第

1
班

:平
成

2
3
年

1
2
月

1
2
日

～
1
2
月

1
6
日

、
第

2
班

:平
成

2
4
年

1
月

1
6
日

～
1
月

2
0
日

)、
農

林
水

産
統

計
専

門
職

員
研

修
(管

理
者

コ
ー

ス
)(

平
成

2
4
年

2
月

2
0
日

～
2
月

2
2
日

)
延

べ
受

講
者

数
：
１

５
１

人
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：
８

人

本
科

（
1
人

）
、

専
科

「
産

業
連

関
表

の
構

造
と

分
析

｣（
1
人

）

本
科

、
専

科
（
調

査
設

計
、

Ｐ
Ｃ

を
用

い
た

統
計

入
門

、
Ｐ

Ｃ
を

用
い

た
統

計
分

析
）
、

中
央

研
修

等
受

講
者

数
4
0
名

【
通

信
研

修
】
統

計
調

査
基

礎
課

程
　

１
名

無
①

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
：
１

②
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

数
（
延

べ
人

数
）
：
２

０
人

③
上

記
②

の
う

ち
平

成
2
3
年

度
新

規
参

加
者

の
数

：
０

人

本
科

、
専

科
（
調

査
設

計
、

人
口

推
計

、
経

済
予

測
、

Ｐ
Ｃ

を
用

い
た

統
計

入
門

、
Ｐ

Ｃ
を

用
い

た
統

計
分

析
、

国
民

・
県

民
経

済
計

算
、

産
業

連
関

表
の

構
造

と
分

析
）
、

特
別

講
習

等
受

講
者

数
5
3
名

（
統

計
局

4
9
、

統
計

研
修

所
４

）

無
①

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
：
1

②
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

数
（
延

べ
人

数
）
：
 4

人
（
う

ち
統

計
委

員
会

委
員

又
は

専
門

委
員

  
  

1
人

）
③

上
記

②
の

う
ち

平
成

2
3
年

度
新

規
参

加
者

の
数

：
4
人

学
会

名
（
参

加
者

数
）
：
日

本
人

口
学

会
(1

人
)、

経
済

統
計

学
会

関
東

支
部

定
例

研
究

会
(2

人
)、

2
0
1
1
年

度
統

計
関

連
学

会
連

合
大

会
（
5

人
）
、

経
済

統
計

学
会

全
国

大
会

(3
人

)、
東

京
大

学
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

(7
人

)、
神

戸
大

学
フ

ォ
ー

ラ
ム

(1
人

)、
統

計
数

理
研

究
所

研
究

集
会

(3
人

)、
一

橋
大

学
説

明
会

(2
人

)
発

表
学

会
名

（
研

究
発

表
数

）
：
日

本
人

口
学

会
(1

本
)、

経
済

統
計

学
会

関
東

支
部

定
例

研
究

会
(1

本
)、

2
0
1
1
年

度
統

計
関

連
学

会
連

合
大

会
（
3
本

）
、

経
済

統
計

学
会

全
国

大
会

(1
本

)、
東

京
大

学
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

(1
本

)、
神

戸
大

学
フ

ォ
ー

ラ
ム

(1
本

)、
統

計
数

理
研

究
所

研
究

集
会

(2
本

)、
一

橋
大

学
説

明
会

(1
本

)

無
統

計
基

礎
コ

ー
ス

（
転

入
者

）
、

統
計

基
礎

コ
ー

ス
（
新

規
採

用
者

）
、

統
計

実
務

コ
ー

ス
、

統
計

活
用

コ
ー

ス
、

統
計

理
論

コ
ー

ス
、

旧
ト

ピ
ッ

ク
研

修

延
べ

受
講

者
数

：
１

３
５

人
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：
１

人

無
無

無
無

無

無

無

派
遣

：
大

学
・
准

教
授

１
名

、
財

団
法

人
・
研

究
員

１
名

受
入

：
大

学
・
客

員
教

授
１

０
名

①
対

象
と

な
る

研
究

会
等

の
数

：
８

②
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

数
（
延

べ
人

数
）
：
４

０
人

（
う

ち
統

計
委

員
会

委
員

又
は

専
門

委
員

７
人

）
③

上
記

②
の

う
ち

平
成

2
3
年

度
新

規
参

加
者

の
数

：
２

人

学
会

名
（
参

加
者

数
、

論
文

数
）
：
日

本
人

口
学

会
第

6
3
回

大
会

（
７

名
、

４
本

）
、

2
0
1
1
年

度
統

計
関

連
学

会
連

合
大

会
（
１

３
名

、
２

本
）
、

地
理

情
報

シ
ス

テ
ム

学
会

（
２

名
）
、

日
本

統
計

学
会

研
究

集
会

（
２

名
）
、

日
本

経
済

学
会

秋
季

大
会

（
１

名
）
、

近
畿

算
数

・
数

学
教

育
研

究
滋

賀
大

会
（
２

名
）
、

第
８

回
統

計
の

方
法

論
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

（
３

名
）
、

日
本

統
計

学
会

春
季

集
会

（
１

名
）
、

人
口

学
会

地
域

部
会

（
１

名
）

自
己

啓
発

等
休

業
制

度
：
ジ

ョ
ー

ジ
タ

ウ
ン

大
学

及
び

ア
メ

リ
カ

ン
大

学
・
１

名

本
科

、
専

科
（
調

査
設

計
、

人
口

推
計

、
経

済
予

測
、

Ｐ
Ｃ

を
用

い
た

統
計

入
門

(年
４

回
)、

Ｐ
Ｃ

を
用

い
た

統
計

分
析

(年
２

回
)、

国
民

・
県

民
経

済
計

算
(年

２
回

)、
産

業
連

関
表

の
構

造
と

分
析

）
、

特
別

講
座

（
中

央
研

修
(６

課
程

)、
通

信
研

修
、

地
方

研
修

）

延
べ

受
講

者
数

：
9
8
8
人

上
記

研
修

へ
の

大
学

等
外

部
講

師
の

活
用

延
べ

人
数

：
9
8
人

無
無

無
無

無

無

無
無

無
無

無
無

無
無

無
無

【
国

内
研

修
】

計
量

経
済

分
析

(入
門

コ
ー

ス
)、

計
量

経
済

分
析

(基
本

コ
ー

ス
)、

経
済

分
析

等
に

役
立

つ
E
xc

e
l技

能
①

、
E
vi

e
w

s入
門

研
修

、
国

民
経

済
計

算
(9

3
S
N

A
)入

門
、

S
ta

ta
入

門
研

修
①

、
S
A

S
シ

ス
テ

ム
研

修
、

E
V

ie
w

s入
門

研
修

(e
ラ

ー
ニ

ン
グ

)、
国

際
会

議
の

た
め

の
英

語
ス

キ
ル

向
上

研
修

、
E
vi

e
w

s研
修

（
中

級
）
、

経
済

分
析

等
に

役
立

つ
E
xc

e
l技

能
研

修
②

、
S
ta

ta
入

門
研

修
②

、
計

量
経

済
分

析
(計

量
経

済
モ

デ
ル

)、
国

民
経

済
計

算
（
S
N

A
）
、

S
N

A
統

計
研

修
（
注

：
(2

)外
国

人
研

修
の

3
.と

同
研

修
）
、

景
気

動
向

研
修

、
季

節
調

整
法

研
修

、
マ

ク
ロ

経
済

と
経

済
政

策
に

関
す

る
「
入

門
セ

ミ
ナ

ー
」

【
外

国
人

研
修

】
経

済
政

策
セ

ミ
ナ

ー
(J

IC
A

招
聘

)等
、

Ｓ
Ｎ

Ａ
統

計
研

修
（
研

修
所

直
轄

招
聘

）
延

べ
受

講
者

数
：
4
5
5
人

上
記

研
修

へ
の

大
学

等
外

部
講

師
の

活
用

延
べ

人
数

：
6
 人

総
務

省
統

計
研

修
所

の
研

修
受

講
実

績

統
計

部
局

に
お

け
る

大
学

等
と

の
人

事
交

流
の

実
績

（
相

手
先

別
派

遣
者

数
、

受
入

者
数

等
）

統
計

部
局

の
主

催
す

る
統

計
関

係
の

研
究

会
等

（
検

討
会

、
懇

談
会

等
を

含
む

。
）
へ

の
外

部
有

識
者

の
活

用
実

績

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
学

会
の

大
会

等
へ

の
参

加
実

績
、

論
文

の
発

表
実

績

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
留

学
制

度
や

自
己

啓
発

等
休

業
制

度
の

活
用

に
よ

る
大

学
及

び
大

学
院

の
講

義
等

の
活

用
実

績

統
計

部
局

に
お

け
る

統
計

関
係

研
修

・
セ

ミ
ナ

ー
等

の
実

施
状

況
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